
　
第４章　生物多様性の保全に向けて（自然環境）

　人間生存の基盤であり、豊かな生活、文化、精

神の基礎である生物多様性の保全と、その持続可

能な利用を図ることを目的に、種々の保全対策等

を総合的に推進しています。

第１節　自然環境の体系的保全

１．施策の総合的推進

（１）自然環境の概況

　本県は本州のほぼ中央に位置し、太平洋に突き

出た半島で、三方を海に囲まれ、北は河川を隔て

て他都県と接しています。気候はおおむね温暖な

海洋性気候であるが、北部にはやや内陸性気候の

ところもあります。年間降雨量は北部では1,300

～1,600㎜程度であるが、南部には2,000㎜を超え

る多雨地帯もあります。

　房総半島を地形から大別すると平坦な北総台

地、100～300mの尾根が連なる南部丘陵地、海

岸沿いの低地からなります。地層は大部分が新生

代のもので、北は未固結の第四紀層、南は半固結

の第三紀層に分けられます。火成岩は嶺岡山塊に

ハンレイ岩、蛇紋岩、玄武岩などが、銚子の利根

川河口付近には古銅輝石安山岩が見られます。銚

子で露出している中生層は本県でみられる最も古

い地層であり、西に行くに従って地下にもぐり房

総半島の基盤岩を形成しています。

　森林は県土の３分の１を覆い、水平分布上照葉

樹林帯に属するが、自然林は県土の0.5％を占め

るのみで、ほとんどが南部丘陵に分布しています。

北部にはスギ、ヒノキ等の人工林が、中部にはク

ヌギ、コナラ等の二次林が多く分布しています。

部丘陵の稜線付近には通常冷温帯林に属するツ

ガ・ヒメコマツ林が見られるが、これは氷河期の

植生の名残であるといわれています。

　植物相の特徴として、沿岸部には暖流の影響を

受けるため分布の北限となるハマユウ、ホルトノ

キ、マルバチシヤノキなどがあります。

　動物相は、鮮新世初期から洪積世にかけて三浦

半島と房総半島の一部が陸続きであったため、南

部丘陵を中心として丹沢山系との共通性が高く、

天然記念物に指定されている高宕山のサル生息

地におけるニホンザルをはじめニホンジカ、トウ

キョウサンショウウオ、カジカガエルなどが生息

しています。北部は、南部に比して地質が新しい

ことと地形の変化が少ないことから野生動物にも

あまり特徴的なものはないが、沼、河川、干潟な

どに飛来する鳥類はかなり豊富です。

　海では暖流と寒流の影響を受けるため、館山湾

を北限とする造礁サンゴや利根川を南限とする寒

流系のサケなどの存在が知られています。

（２）保全対策の総合的推進

　本県は比較的平坦な地形と首都圏に位置するこ

となどから、生活、産業活動、余暇活動などの場

として土地利用が拡大し、自然の改変が進んでい

ます。自然は健康で文化的な生活に欠くことので

きないものであり、また将来へ継承していかなけ

ればならない貴重な財産であることから、貴重な

自然や生態系等を保全するとともに、自然の復元

力の範囲内で適正な利用を図ることが必要です。

　このため、「ちば新時代環境ビジョン」、「千葉

県環境基本計画」、「千葉県自然環境保全基本方

針」等に基づき、自然と人間との共生の確保に向

け、地域指定等による多様な自然環境の体系的な

保全、地域の特質に応じた生態系の維持・回復・

希少野生生物の保護による生物の多様性の確保及

び野生動物などの適正な保護管理等の対策を推進

するとともに、人と自然とのふれあいの確保を推

進しています（図2－4－1）。

　また、人とみどりのハーモニーを基本目標とし

た「みどりの基本構想」を４年度に策定し、積極

的に庭内のみどりの保全と創出を図っています。
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図2-4-1　自然環境保全対策体系図
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２．自然環境保全地域等の指定と保全

（１）自然環境保全地域等の指定

　優れた自然環境及び身近にある貴重な自然環

境を将来に継承していくため、「千葉県自然環境

保全条例」基づき、次の3種類の保全地域を

指定しており、17年３月末現在、28地域が指定さ

れ、その面積は県土の約0.4％に当たります（表

2-4-1）。

ア　自然環境保全地域

　　優れた天然林が相当部分を占める森林の区

　域、地形や地質が特異な区域、希少あるいは固

　有な野生動植物が生息し又は生育している区域　

イ　郷土環境保全地域

　　歴史的、郷土的に特色のある遺跡、建築物又

　は地域住民に親しまれてきた由来のある樹木、

　岩石、滝などと一体となって良好な自然環境を

　形成している区域

ウ　緑地環境保全地域

　　地域住民の健全な心身の保持、増進及び災害

　の防止などに役立つと認めちれる自然環境を形

　成している樹林地、水辺などの区域

表2-4-1　自然環境保全地域等の指定状況

（17年３月現在）

（２）自然環境保全地域等の保全

　自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある各

種開発行為の規制等を行うとともに、指定地域を

適切に保全していくため、巡視歩道、保護柵、標識、

解説板等を整備しています。また、自然環境の保

全に関する思想の普及、指導及び監視のため自然

環境保全地域や自然公園などに自然保護指導員を

100名（16年９月末現在）配置しています。

　
３．自然環境保全基礎調査等の実施

（１）自然環境保全基礎調査

　自然環境保全基礎調査は、一般に「緑の国勢調

査」と呼ばれており、「自然環境保全法」第４条

の規定により、環境省が実施する環境保全のため

の基礎調査で、おおむね５年を周期としてとりま

とめています。昭和48年度の第１回調査に始まり、

11年度から第６回調査が実施され、「哺乳類生息

分布調査」を行いました。

（２）自然環境調査

　優れた自然環境を有する地域を自然環境保全地

域として指定する場合に必要な基礎資料を得るた

めの学術調査、また、自然環境保全地域等に指定

された地域で、指定候補地選定のための基礎調査

以来おおむね10年を経過している地域について、

その間の動植物、地形等の変遷を明らかにすると

ともに前回行われた調査を補足し、将来良好な状

態で保全するための調査を実施しています。16年

度は、金山ダム（鴨川市）、高塚山自然環境保全

地域（千倉町）の調査を行いました。また、17年

度は、地蔵堂・薮化石帯自然環境保全地域の調査

を行っています。

４．協定等による自然環境の保全

（１）自然環境保全協定

ア　協定の概要

　　ゴルフ場等の開発行為をしようとする事業者

　と「千葉県自然環境保全条例」第25条の規定に

　より、自然環境の保全を図ることを目的に協定

　を締結しています。

イ　協定の締結状況

　　17年３月末における締結中の協定の総数は156

　件、協定面積合計12,578.9ha、緑地保全面積

  6,424.3ｈaとなっています。

（２）緑化協定

ア　協定の概要

　　一定規模以上の工場用地、住宅用地等の土地

　所有者又は管理者を対象とし、「千葉県自然環

　境保全条例」第26条の規定により、用地別及び
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地　域　名 地域数 面　積

自然環境保全地域 ９地域 1,773.75ha

郷土環境保全地域 18地域 105.31ha

緑地環境保全地域 １地域 77.30ha

合 計 28地域 1,956.36ha



　新・既設別に応じて＊緑化率を規定し、緑化の

　実施及び維持管理について協定を締結していま

　す。また、県は協定締結者に対し緑化技術等の

　指導助言を行っています。

イ　協定の締結状況

　　16年度には、工場用地等に係るもの25件につ

　いて19.9haの緑地を確保する協定を締結しまし

　た。17年３月末における締結中の協定の総数は

　871件、緑地面積合計1,558.2haとなっています。

５．みどりの基金の造成

　水源かん養機能等の公益的機能の高い森林、良

好な自然環境の保全及び都市において良好な自然

的環境を形成している緑地の保全のため特に必要

な土地の取得並びに緑化の普及啓発等の推進を図

ることを目的に、「千葉県みどりの基金条例」に

基づき、３年度から「みどりの基金」を造成して

います。基金の造成目標額は100億円であり、17

年３月末現在の積立額は約69億８千万円です。

第２節　自然公園の保護と利用

１．自然公園の指定

　自然公園は、優れた自然の風景地を保護すると

ともに、その利用の増進を図るため、「自然公園

法」及び「千葉県立自然公園条例」に基づき指定

され、17年３月末現在、県内には２つの国定公園

及び８つの県立自然公園があり、その面積は県土

の約5.5％に当たります（表2-4-2）。

　自然公園は、保護と利用を内容とする公園計画

に基づいて管理・整備されています。公園計画の

うち保護計画は、風致景観の保護の必要度によっ

て、特別保護地区、特別地域、普通地域、＊海中

公園地区に分け、風景に支障を及ぼす行為を規制

誘導することによりその地域又は地区の保護を図

るものです。利用計画は、自然公園利用の中心拠

点として施設を集団的に整備する＊集団施設地区

及び園地、広場、駐車場等の単独施設を各地区の

特性や利用度に対応しながら整備を進めるものです。

　なお、10年４月から県立九十九里自然公園特別

地域の海浜部において貴重な海浜動植物を保護す

るため、車両等の乗入れ規制を実施しています。

２．自然公園の保護管理

　自然公園内の優れた風景地を保護するため、「自

然公園法」及び「千葉県立自然公園条例」に基づ

き各種開発行為の規制を行っており、風致景観に

支障を及ぼす一定の行為については、知事の許可

（特別保護地区、特別地域及び海中公園地区）又

は知事への届出（普通地域）が必要です。また、

建築物の建設については、「千葉県自然公園等に

おける建築物等の建設に係る指導要綱」に基づき、

事業者に事前協議と景観等影響評価を義務付ける

など、風致景観の適正な保全に努めています。

　このほか、自然公園指導員、自然保護指導員を

配置し、公園区域内の巡視及び公園利用者に対す

る自然環境保全思想の普及啓発活動を実施してい

ます。
　

３．自然公園の施設整備

　自然公園の施設は、自然公園の持つ恵まれた風

致景観を保護するとともに、利用の促進を図り、

多くの人々が豊かな自然にふれあえる野外活動の

場として、公園計画に基づき整備するものです。

　大房岬及び白子等の集団施設地区や犬吠埼園地

及び上永井展望施設などの単独施設が整備されて

います。

　また、自然公園の自然等について分かりやすく

展示解説した、ビジターセンターを設置していま

す。

第３節　種の保存

１．野生生物の生息・生育状況

　本県の野生生物は、沿岸部の暖流と寒流の影響

等により、分布上貴重な種及び半島性に起因する

房総固有の種又は特徴を有する種などが見られ、
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植物ではハマユウ、ホルヰノキ、マルバチシャノ

キなど（分布北限）が知られ、動物では、オオキ

ンカメムシなど（分布北限）やボウソウヤマキマ

ダラヒカゲ、アカオサムシ、カズサオサムシなど

（固有の亜種・変種）、房総特有の特徴を示すイモ

リ、ヤマカガシなどが知られています。

　本県の植物的自然の特色は、湿潤な森林帯の中

で、熱帯と温帯の移行が見られる世界でもごく限

られた貴重な自然の中に位置しており、熱帯と温

帯の両要素が共存し、多様な植物相を有している

ことです。維管束植物だけで、2,154種が分布し、

日本全体の約7,300種の約３割が分布しています。

　また、野鳥は、５年度に実施した調査によると、

51年から５年までに本県で330種の生息が確認さ

れており、これは全国で生息が確認されている鳥

類568種（日本鳥類目録）の約58％にあたります。

　さらに、獣類は、千葉県レッドデータブック・

（12年３月発行）を作成する際に行った調査で、

32種類が確認されています。

　しかし、開発等による生息・生育環境の消滅・

分断、また乱獲・外来種との競合などにより減少

又は絶滅のおそれのある種があり、その保全が重

要な課題となっています。

２．希少種の保全対策

（１）希少野生動植物の保全

　「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律」に基づく国内希少野生動植物に指定

されているミヤコタナゴの安定した生息環境の確

保を図るため、水路環境の整備、ミヤコタナゴの

保護飼育及び人工繁殖、生息状況の定期的観察な

どの保護増殖事業を実施しました。
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表2-4-2　自然公園の指定状況（15年3月末現在）

区分 公　園　名 指定年月日 面　積 保護計画 利用計画

国 

定 

公 

園

南 房 総 国 定 公 園
Ｓ．33. 8. 1
（Ｈ.14.10.11）

5,690ha

特別保護地区
特 別 地 域
普 通 地 域
海中公園地区

集団施設地区
単 独 施 設

水 郷 筑 波 国 定 公 園
Ｓ．34. 3. 3
（Ｈ. 17. 4. 22）

34,956
（千葉県3,155）

特 別 地 域
普 通 地 域

単 独 施 設

計 8,845

県 

立 

自 

然 

公 

園

県立養老渓谷奥清澄自然公園
Ｓ．10. 8. 9
（Ｓ.61. 5. 9）

2,790
特 別 地 域
普 通 地 域

単 独 施 設

県 立 九 十 九 里 自 然 公 園
Ｓ．10. 8. 9
（Ｈ. 5. 2. 5）

3,253
〃
〃

集団施設地区
単 独 施 設

県 立 印 旛 手 賀 自 然 公 園
Ｓ．27.10.24
（Ｈ. 7. 5. 2）

6,606
〃
〃

単 独 施 設

県 立 高 宕 山 自 然 公 園
Ｓ．10. 8. 9
（Ｓ.63.10.11）

2,342
〃
〃

単 独 施 設

県 立 嶺 岡 山 系 自 然 公 園
Ｓ．10. 8. 9
（Ｓ.39. 6.9）

1,574 普 通 地 域 －

県 立 富 山 自 然 公 園
Ｓ．26. 3. 3
（Ｈ. 7.5.2）

676
特 別 地 域
普 通 地 域

単 独 施 設

県 立 大 利 根 自 然 公 園
Ｓ．10. 7. 5
（Ｈ. 7. 5.2）

503
〃
〃

単 独 施 設

県 立 笠 森 鶴 舞 自 然 公 園
Ｓ．41. 3. 8
（Ｓ.60. 1. 8）

1,948
〃
〃

単 独 市 施 設

計 19,692

合　　　　計 28,537

 (注)指定年月日欄の（　）内は最終点検年月日である



（２）＊レッドデータブックの改訂

　７年度から５か年計画で、県内に生息・生育す

る保護上重要な野生動植物の現状と保護のあり方

をまとめた「千葉県レッドデータブック」を刊行

することとし、10年度に「植物編」を、11年度に「動

物編」を取りまとめ公表し、さらに12年度には植

物編と動物編を活用し易いようにコンパクトにま

とめた「千葉県レッドデータブックー普及版－」

を公表したところです。これらは、環境アセスメ

ントや希少な野生動植物の保全等に活用されてい

ます。

　しかし、自然が年々変化していく中で、野生

生物の生息環境も刻々と変化している状況を踏ま

え、14年度から、レッドデータブック改訂の基と

なるレッドリスト（レッドデータブックに掲げる

べき絶滅の恐れのある野生生物の種のリスト）の

見直しを順次行っていくこととし、14・15年度に

はレッドリスト植物編の改訂を行いました。

　また、16年度に動物編の改訂作業に着手し検討

を行っているところです。

（３）生物生息空間（ビオトープ）の推進

　「人と自然との共生」という観点から「生物多様

性の確保」対策として、８年度から、生物の生息す

る空間（＊ビオトープ）を確保した地域づくりを推

進するため、ビオトープ事業の推進調査検討委員

会を開催し、調査・検討を行ってきました。

　13年度には、「千葉県ビオトープ推進マニュア

ル」と「千葉県ビオトープ事例集」を作成、発刊し、

市町村等の行政機関や県内の小学校、図書館に配

布した。16年度は教員を対象にビオトープ推進シ

ンポジウムを開催しました。

　今後も、様々な機会をとらえ、本書を広く普及

し、地域でのビオトープ確保を支援していくこと

にしています。

（４）外来種対策

　本来日本にはいない生物、または国内において

もその地域にいない生物が、人為的に持ち込まれ、

新しい土地で生息生育しているものを、外来種と

言い、もとからいた生物を駆逐したりして、本来

の生態系を大きく撹乱することがあります。

　県内においては、アカゲザル、キョン、アライ

グマ、カミツキガメ、チャネルキャットフィッ

シュ（アメリカナマズ）等が外来種として確認さ

れています。

　外来種全体に対する基本的な考え方を策定する

ため、16度年より学識経験者からなる千葉県外来

種対策検討委員会を設置し検討を行っています。

　また、「特定外来生物による生態系等に係る被

害防止に関する法律」が17年６月に施行されまし

た。

　なお第１部にトピックスとして詳しい説明があ

ります。

第４節　鳥獣の保護管理

１．鳥獣の保護

（１）鳥獣保護事業計画の策定

　都市化や工業化に伴う開発の進展による干潟の

埋立や森林の伐採などにより、野生鳥獣の生息環

境は悪化し、その生息数は減少しています。また、

野生鳥獣の中には、時期的、地域的に農林業等に

被害を与えるものもあります。このため、鳥獣の

適正な保護繁殖を図るためには、長期にわたる計

画的な鳥獣保護対策及び生息数の調整等鳥獣の適

正な管理を行うことが必要です。

　そこで県では、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律」に基づき策定した「第９次鳥獣保

護事業計画」（14年度～18年度）及び千葉県特定

鳥獣管理計画（ニホンザル：14年度～18年度、ニ

ホンジカ：17年度～18年度）により、鳥獣の適正

な管理を行い農林水産業と調整を図りながら、鳥

獣保護対策を推進しています。また、鳥獣保護員

を設置するなど鳥獣保護事業の実施体制を整備し

ています。

（２）鳥獣保護区等の指定

　鳥獣の捕獲を禁止し、鳥獣の保護繁殖を図るた

め鳥獣保護区を指定し、保護が特に必要な地域に

ついては、鳥獣保護区内に特別保護地区を指定し

ています。また、狩猟により減少した狩猟鳥獣の

生息数を回復させるため休猟区を指定しています

（表2-4-3）。

　また、野鳥の生息地及び野鳥観察の場としての

環境整備を図るため、行徳内陸性湿地帯の再整備

を行い、適正な管理を行っています。
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　なお、習志野市の国設谷津鳥獣保護区（谷津干

潟）が５年６月に「特に水鳥の生息地として国際

的に重要な湿地に関する条約（＊ラムサール条約）

の登録湿地として指定されました。

（３）鳥獣の人工増殖及び放鳥

　生息数に比べて特に捕獲数が多いウスアカヤマ

ドリについては人工増殖を行い、鳥獣保護区に放

鳥して、生息数の減少を防止しています。

（４）鳥獣の生息状況等の調査

　鳥獣保護事業を適切に実施していくには、鳥獣

の生息状況を把握することが不可欠です。

　このため、鳥獣保護区内野生鳥獣生息環境調査

を実施するなど基礎資料の集積に努めています。

（５）鳥獣保護思想の普及啓発

　鳥獣保護事業の目的を達成するためには、広く

県民に鳥獣保護思想を普及啓発する必要があるこ

とから、＊愛鳥週間（毎年5月10日～16日）行事（探

鳥会、ポスターコンクール）を行っています。

　また、獣医師による傷病鳥獣の治療や野生復帰

まで飼養を行うボランティア制度を内容とする傷

病野生鳥獣救護事業を実施しているほか、千葉県

行徳野鳥観察舎には傷病鳥収容・回復訓練施設を

設置しています。

２．鳥獣の管理

　野生鳥獣による農林業等の被害の軽減を図り、

鳥獣の適正な保護管理を行うため、次のような対

策を実施しています。

（１）有害鳥獣の生息数の調整

　特に害性の強い鳥獣は、狩猟により生息数が調

整されているが、これでもなお被害の軽減が図れ

ない場合は、有害鳥獣捕獲の許可を市町村等の申

請に基づき行い、被害防止を図っています。

（２）ニホンジカに係る保護管理対策

　ニホンジカと人との共生を目指し、平成17年４

月に「千葉県特定鳥獣保護管理計画（ニホンジ

カ）」を公表しました。この計画では、将来的に

は本県のニホンジカを1000頭から1500頭程度で維

持すること及び被害防除や生息地の保全整備など

の対策を推進していくことが明記されました。

　この目標を達成するための捕獲事業を実施する

とともに、生息数や栄養状態、妊娠率などを把握

するための調査を行っています。

　また、安全面や調査によって得られた生息情報

に配慮しつつ、ニホンジカの狩猟を解禁いたしま

す。解禁により得られる様々なデータは、今後の

保護管理対策の基礎資料として、計画にフィード

バックしていきます。

（３）野生猿に係る保護管理対策

　野生猿による農林業等の被害は依然として大き

いことから、15年４月に策定した「千葉県特定鳥

獣保護管理計画（ニホンザル）」に基づき、コア

エリア（保護地域）内に生息する猿を保護すると

ともに、コアエリア外で農作物等に被害を与える

猿を計画的に捕獲することとしています。

　そのため、市町村等の申請により特定鳥獣保護

管理計画に基づく数の調整の許可を出すとともに、

「専任ハンターによる捕獲事業」及び「小型檻に

よる捕獲事業」を推進しつつ、市町村が実施する

保護管理事業への補助等を実施しています。また、

科学的に保護管理を行なうために、「房総半島に

おける野生猿の管理に関する調査」を実施してい

ます。

　また、特定鳥獣保護管理計画の策定を受け、新

たに群れ単位で野生猿の行動域を調査すると共に、

集落を単位とした総合的な被害対策等を調査研究

するため、15年度から君津市を対象として「野生

猿群管理モデル事業」を実施しています。

３．鳥獣による農作物等被害対策

　
　野生猿、鹿及び最近被害が急増しているイノシ

シによる農産物等の被害を防止するため、市町村

等が行う防護柵に対し助成しています。

　なお、有害獣対策指導員を委嘱し、地域に密着

した被害防止対策の指導・普及を行っています。

また、県及び地域段階に有害鳥獣農作物等被害対

策連絡会議を設置し、関係者が一体となり積極的

な防止対策に取り組んでいます。
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表2-4-3　鳥獣保護区等指定状況（17年3月現在）

区　　　分 箇所数 面積（ha）

鳥 獣 保 護 区 61 41,567

休 猟 区 1 3,150

銃 猟 禁 止 区 域 237 180,443

（参 考）国 設 鳥 獣 保 護 区 1 41

鉛 散 弾 規 制 地 域 1 245



４．狩猟の適正化

　狩猟については、農林水産業の振興等を図る見

地から、有害性のある鳥獣の生息数の調整機能と

して実施されており、狩猟期間は、本県では、11

月15日から翌年２月15日までとなっています。県

では講習会などにより狩猟の適正化を図っている

ほか、銃器の使用による危険防止と静ひつ維持の

ため銃猟禁止区域を指定しています（表2－4－3）。

５．千葉県射撃場の環境保全対策

　千葉県射撃場は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化

に関する法律」に基づく狩猟免許試験及び狩猟者

講習会を実施するための研修施設並びに狩猟者が

安全狩猟を行うための実技訓練の場として昭和55

年に県が設置し、（社）千葉県猟友会が管理運営

を行ってきました。

　ここで使用された鉛散弾が施設内に大量に堆積

しているため、今後の周辺環境への影響を考慮し、

堆積した鉛を撤去するため、13年７月に射撃場を

閉鎖したところであり、14年度から、３年計画で

鉛撤去の作業を進め約３万６千トンの汚染土壌を

処理し17年３月25日をもって工事を完了しました。

第５節　自然とのふれあいの確保

１．ふれあいのための施設整備

（１）自然歩道の整備

　余暇時間の増大や高齢化社会の到来など社会情

勢の変化や、人々の価値観がものの豊かさから心
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の豊かさ、生活の潤いへと変化するなかで、豊か

な自然とのふれあいを求める自然志向が高まって

います。

　自然歩道は、このような、県民のニーズに応え

るため、自らの「足」で豊かな自然・歴史・文化

にふれ、郷土を再確認し自然保護思想の高揚を図

るとともに、健全な心身の育成を図ることを目的

に整備を進めています。

　昭和63年に、佐原市を起点に、富津市に至る

延長約270kmが「首都圏自然歩道」として整備さ

れ、多くの人に利用されています。また、この

「首都圏自然歩道」に接続して、養老川沿いに大

多喜町の麻綿原から市原市の養老橋に至る「養老

川自然歩道」の整備も８年度に完成しました（図

2-4-2）。

　また首都圏自然歩道については、整備されてか

らかなりの年数が経過し老朽化してきていること

から防護柵や標識等の再整備を進めるとともに、

県内の唯一の未整備区画であった「東京湾を望む

みち」が18年３月末までには完成する予定です。

（２）いすみ環境と文化のさとの整衝

　いすみ環境と文化のさとは、一昔前まで身近に

ふれあうことのできた昆虫や小動物の生息する豊

かな環境を保全するとともに、自然や郷土の文化

にふれあう体験学習の場を整備し、環境に対する

意識の高揚を図るため、７年１月にオープンしま

した。ネイチヤーセンター、昆虫広場、生態園な

どがあるセンター地区とホタルの里やトンボの沼

などの７か所のスポット地区が、夷隅町、大原町、

岬町にまたがり点在しています。これらのスポッ

ト等を活用した年間30回余の自然と親しむ行事が

実施されています。

２．ふれあいの機会の創出

　自然に対する理解を深めるとともに、大切にす

る心を育むため、「小川の生き物ウォッチング」

や「トンボ観察会」等を実施しました。

　また、自然保護思想の普及啓発を図るため、県

内180の小中学校からの1533点の応募による自然

保護図画展を実施しました。

　
第６節　森林の保全

　

１．森林の現状

（１）森林の分布

　本県の森林は、58％が県南部（夷隅、君津及び

安房）の丘陵地に、残り42％が県北部（市原市及

び長生郡以北）の台地及び台地斜面に分布してい

ます。

　森林の所有形態は民有林（公有林、私有林）

が95%と大部分を占め、国有林はわずか５%にす

ぎません。民有林の内訳は、公有林（県有林、市町

村有林、財産区有林）が７％で、私有林が93％です。

　林種別には、人工林が39％、天然林が48％、そ

の他13％である。人工林の構成は、スギ79％、ヒ

ノキ14％、マツ６％、その他１％で、スギの56%、

ヒノキの81％が南部に分布し、マツの78%が北部

に分布しています。天然林は、その61％が南部に分

布しており、大部分はシイ、カシなどの常緑樹であり、

北部ではゴナラなどの落葉広葉樹が主体です。

（２）森林面積等

　本県の森林面積は、16万2.381haで全国第40位、

＊林野率は全国平均の約半分の31％で第45位です。

林野率を地区別に見ると、東葛飾地区が最も低く

７％、夷隅地区が最も高く56％となっており、地

区により著しい備りが見られます。

　県民１人当たりの森林面積は、268㎡で全国平

均（1,972㎡）の約７分の１という現状にあり、

地区別には東葛飾地区が１人当り14㎡と最も少な

く、夷隅地区が2,723㎡と最も多くなっています。

　県の森林は、都市化の進展に伴い、都市的土地

利用に転換されて減少傾向にあります。

（３）保安林の現状

　本県の＊保安林は1万8,514haで、水源のかん養、

災害の防止及び保健休養等環境保全を目的として

指定されています。

　
２．森林の保全対策

　森林は、木材生産機能等の経済的機能に加え、

水源かん養、山地災害の防止、保健休養等の多面
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的な機能を有しており、これら諸機能の発揮を通

じて県民生活に深い関わりを持っています。

　県民の森林に対する要請は、水源の確保や自然

環境の維持とともに、森林浴、野外レクリエー

ション、環境教育の場等のほか、地球温暖化防止

に貢献する二酸化炭素の吸収源としての機能も注

目されるなど、多様化かつ高度化しています。

　本県の森林は、首都圏に残された貴重な緑資源

であることから、県民の要請に応えるためにはそ

の保全と適正な管理が必要です。

　13年７月には森林・林業基本法の制定や森林法

の一部が改正され、今後の林政の展開方向が、森

林の有する多面的機能の発揮や林業の持続的か

つ健全な発展の実現を目指す政策に転換されまし

た。これを受け、県内の森林を重視すべき機能に

応じて、＊「水土保全林」、＊「森林と人との共生林」、

＊「資源の循環利用林」の３つに区分して、それ

に応じた施策を計画的に展開しています。

　森林を保全し、森林の有する多面的機能を高度

に発揮させ、緑豊かで、潤いのある郷土をつくる

ために、県では次の施策を実施しています。

（１）地域森林計画

　適正かつ計画的な森林施策を推進するため、全

県を２つの森林計画区に分け、それぞれ５年毎に

10年を１期とする＊地域森林計画を策定していま

す。

　また市町村では地域森林計画に基づき民有林

を重視すべき機能に応じて次のように区分してい

ます。

（２）林地開発行為の規制

　１haを超える森林の開発行為について、林地の

適正な利用を確保するため、林地開発許可制度の

運用により、①機能の高い森林の保全、②開発行

為の目的別に一定率の残置又は造成森林（緑地）

の確保、③土石採取跡地等の植林による森林への

早期回復等指導の徹底を図りました。また、産業

廃棄物、残土等の違法投棄を未然に防止し森林の

保全を図るため、林地監視員を配置してパトロー

ルを実施しています。

（３）治山事業と保安林の整備

　森林の有する公益的機能の維持増進を図り、安

全で住みよい県土づくりを推進するため、山崩れ

の復旧・予防、水源林や環境保全林の整備、海岸

林の整備、地すべりの防止等の治山事業を実施し

ています。また、地域森林計画に基づき保安林の

新規指定を促進するとともに、機能向上を図るた

めの整備、改良及び保安林の巡視を実施していま

す。

（４）森林の整備と保護

　林業の振興と森林の有する公益的機能を高度に

発揮させるため、計画的・組織的な造林、間伐・

保育を推進しています。また、森林を健全な状態

に維持していくため、松くい虫の防除やサンブス

ギ特有の非赤枯性溝腐病の被害林の再生を推進し

ています。

（５）緑化の推進

　緑化思想の普及啓発のため、15年５月18日、天

皇皇后両陛下をお迎えして、「広げよう緑の大地

豊かな心」をメインテーマに第54回全国植樹祭を

木更津市及び君津市を会場に開催しました。

　県民参加によるみどりづくりを推進するため、

緑の募金活動、みどりのボランティア推進事業、

里山活用促進事業、里山保全整備活用事業などを

実施しています。

　また、次代を担うみどりの少年団の育成を行っ

ています。

（６）県営林の育成・管理

　県民ニーズに応えた幅広い活用を図るため、県

営林の適正な整備を行っています。

（７）県民の森の整備

　県民の健康増進と青少年の健全育成を図るた

め、森林レクリエーションや野外教育の場を提供

する、県下６か所の県民の森を整備しています。
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表2-4-4

区　　　分 面積（ha） 割合（％）

水 土 保 全 林 68,015 45

森林と人との共生林 43,513 29

資 源 の 循 環 利 用 林 40,092 26

計 151,619 100
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表 2-4-5　都市公園の種類及び現況（17 年３月末現在）

種　類 種　別 箇　所 面積 (ha） 内　　　　　　　容

基
　
幹
　
公
　
園

住
区
基
幹
公
園

街区公園 4,117 644.57
　もっぱら住区に居住する者の利用に供することを目的と
する公園で面積0.25haを標準として配置する。

近隣公園 249 440.57
　主として近隣に居住する者の利用に供することを目的と
する公園で、１近隣住区当たり１か所を面積２haを標準と
して配置する。

地区公園 58 286.49
　主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目
的とする公園で１住区当たり１か所、面積４haを標準とし
て配置する。

都
市
基
幹
公
園

総合公園 31 548.48
　都市住民全般の休息、鑑賞、遊戯、運動等総合的な利用
に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ１か所
当たり面積10 ～ 50haを標準として配置する。

運動公園 22 287.78
　都市住民全般の主として運動の用に供することを目的と
する公園で、都市規模に応じ１か所当たり面積15 ～ 75haを
標準として配置する。

都 市 林 0 0
　主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保
護を目的とする都市公園であり、都市の良好な自然的環境
を形成することを目的として配置する。

広 場 公 園 14 202
　主として商業・業務系の土地利用が行なわれる地域にお
いて都市の環境の景観の向上、周辺施設利用者のための休
息等の利用に供することを目的として配置する。

特 殊 公 園 39 199.16
　風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で
その目的に則し配置する。

大
　
規
　
模
　
公
　
園

5 253.31

　主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエーシ
ョン需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏
等広域的なブロック内の容易に利用可能な場所にブロック
単位ごとに１か所程度面積50ha以上を標準として配置する。

広 域 公 園

1 38.3

　大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に
富んだ広域レクリエーション需要を充足することを目的と
し、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を
主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエーション
施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都
市圏域から容易に到達可能な場所に全体規模1,000haを標準
として配置する。

リクリ エ ー

ション 都 市

22 180.96

　大気の汚染、騒音・振動、悪臭等の公害の防止、緩和若
しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的
とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地
域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災
害の状況に応じ配置する。

緩 衝 緑 地

549 535.09

　主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市景観
の向上を図るために設けられる緑地であり、0.1ha以上を標
準として配置する。ただし、既成市街地等において良好な
樹林地帯がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又
は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合
にあっては、その規模を0.05ha以上とする。

都 市 緑 地

33 36.36

　災害時における避難路の確保、市街地における都市生活
の安全性及び快適性の確保等を図ることを目的として、近
隣住区又は近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹
及び歩行者又は自転車路を主体とする緑地で幅員10 ～ 20ｍ
を標準として、公園、学校、ショッピングセンター、駅前
広場等を相互に結ぶように配置する。

緑 道

0 0

　主として一の都道府県の区域を超えるような広域的な利
用に供することを目的として国が設置する大規模な公園に
あっては、１か所当たり面積おおむね300ha以上を標準とし
て配置し、国家的に記念事業等として設置するものにあっ
ては、その設置目的にふさわしい内容を有するよう整備す
る。

国 営 公 園

5,140 3,453.09
3,453ha（総公園面積）

合　　　計
5,852千人(都市計画区域内人口）

＝ 5.90 ㎡／人



第７節　都市の自然環境の保全

 
 
１．緑の基本計画と県広域緑地計画

 
　都市における緑とオープンスペースは、身近な

うるおいとやすらぎの場としてだけではなく、レ

クリエーションや防災、環境改善の機能など、多

面的で重要な役割を担っています。

　そのため、都市においては、現存する樹林地、

水辺等の緑地を努めて保全するとともに、都市の

基盤施設である都市公園の整備促進を図り、都市

の緑の保全と緑化の推進を積極的に行っていくこ

とが求められています。

　このことから、県全域を対象とした広域的な観

点から緑とオープンスペースの目標水準と配置計

画等を定めた、「千葉県公園緑地の将来像（千葉

県広域緑地計画）」を９年12月に策定したところ

です。

　また、各市町村が、独自性、創意工夫を発揮し

ながら住民の意見を反映させ、緑地の適正な保全

及び緑化の推進を総合的かつ計画的に実施するた

め、その目標と実現のための施策等をまとめたも

のが、「緑の基本計画」です。

　緑の基本計画の策定状況は、17年３月末現在、

都市計画区域の対象59市町村のうち、策定済が24

市町村、策定中が13市町であり、その重要性に配

慮した早急な策定が求められています。

　

２．都市公園の整備

　都市公園は、都市における自然環境の保全、レ

クリエーションの場の提供、都市防災の拠点等の

機能を持ち、都市の基盤施設であることから、そ

の施設の整備充実を図っています。県では、地域

住民の広域的な利用を図ることを目的とした公園

を中心に整備することとしており、幕張海浜公園

（千葉市）、柏の葉公園（柏市）、長生の森公園

（茂原市）、八千代広域公園（八千代市）、手賀沼

自然ふれあい緑道（柏市）等の事業を進めていま

す。

　また、市町村の行う都市公園等の整備について

指導等を行っています。

　本県における都市公園等は、17年３月末現在31

市10町４村で5,140か所、面積3,453haが開設され

ており、都市計画区域内人口１人当たりの公園面

積は約5.9㎡となっています（表2-4-5）。

３．都市の緑地等の保全

（１）都市緑地法による保全

　緑地の保全・緑化の推進及び都市公園の整備を

総合的に推進するため、16年６月に「都市緑地保

全法等の一部を改正する法律」（都市緑地保全法、

都市公園法等の改正）が制定され、このうち都市
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表2-4-6　特別緑地保全地区の指定状況（17年３月末現在）

市町村 名　　　称 位　　　　　　　　置 面積 指定年月日

市 川 市

〃

〃

我 孫 子

佐 倉 市

千 葉 市

柏 市

流 山 市

千 葉 市

〃

〃

〃

計

平田特別緑地保全地区

子の神特別緑地保全地区

宮久保特別緑地保全地区

船戸特別緑地保全地区

鏑木特別緑地保全地区

登戸緑町特別緑地保全地区

南柏特別緑地保全地区

松ヶ丘特別緑地保全地区

都町西特別緑地保全地区

宮崎台特別緑地保全地区

川戸特別緑地保全地区

花島観音特別緑地保全地区

12 地 区

市川市平田２丁目の一部の区域

　〃　北方３丁目の一部の区域

　〃　宮久保４丁目の一部の区域

我孫子市船戸１丁目の一部の区域

佐倉市鏑木町字諏訪尾余の一部の区域

千葉市中央区登戸５丁目及び稲毛区緑町の一部の区域

柏市豊四季弁天谷の一部の区域

流山松ヶ岡１丁目の一部の区域

千葉市中央区都町1丁目の一部の区域

千葉市中央区宮崎町の一部の区域

千葉市中央区川戸町の一部の区域

千葉市花見川区花島町の一部の区域

　

0.7ha

0.7 

0.6 

2.3 

1.9 

1.1 

0.5 

0.3 

0.7 

1.8 

4.1 

0.4 

15.1 

56.３.20

〃

〃

57.８.６

59.８.21

元.３.14

〃

〃

４.５.15

８.３.１

10.８.18

〃

　



緑地保全法については、緑の基本計画事項に都市

公園の整備に関する事項を加え、大規模敷地建築

物に緑化の義務づけを行う緑化地域制度等を創設

する等、緑地の保全のみでなく、民有地も含めた

緑化や都市公園の整備を総合的・一体的に推進す

るための制度の充実を図ったことから、名称が

「都市緑地法」と改められました。

ア　緑地保全地域制度

　里地・里山など都市近郊の比較的大規模な緑地

を保全するため、都市計画法における地域地区と

して県知事が都市計画決定を行い、この地域内に

おいては一定規模以上の建築行為、木竹の伐採や

宅地の造成等の行為についてあらかじめ届出が必

要になり、都道府県知事は緑地の保全上必要な場

合にはその行為の禁止等を命令することができま

す。特別緑地保全地区と比較し、緩やかな規制を

行う制度です。

イ　特別緑地保全地区制度

　都市内に残された緑地を地域地区として県知事

または市町村が計画決定することにより、一定規

模以上の建築行為、木竹の伐採などの行為につい

て許可制とし、現状凍結的な厳しい規制を行い保

全する制度です。これらの代償措置として損失補

償、土地の買い取り及び固定資産税の減免措置等

がとられています。

※「都市緑地保全法」に基づく「緑地保全地区」

として指定された地区は、「都市緑地法」に基づ

く「特訓緑地保全地区」とみなされます。

ウ　緑化地域制度

　良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足して

いる市街地などにおいて、一定規模以上の建築物
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（注）　１．東千葉近郊緑地特別保全地区は、同保全区域の一部分である。

　　 　２．行徳近郊緑地特別保全地区は、同保全区域の全域である。

表 2-4-8　首都圏近郊緑地保全区域指定状況（17 年３月末現在）

市　町

千葉市

市川市

君津市

野田市

名　　　　称 決定年月日 面　積 所　　　在　　　地

東千葉近郊緑地保全区域

東千葉近郊緑地特別保全地区

行 徳 近 郊 緑 地 保 全 区 域

行徳近郊緑地特別保全地区

君 津 近 郊 緑 地 保 全 区 域

利根川・菅生沼近郊緑地私保全区域

42.2.16

42.3.25

45.5.25

45.8.28

48.6.20

52.9.21

734.0ha

61.3

83.0

83.0

635.0

862.0

千葉市若葉区五十土町、川井町、大広町
佐和町及び野呂町並びに緑区平山町、高田
町及び辺田町の各一部の区域

千葉市緑区高田町及び若葉区野呂町の各一
部の区域

市川市大字湊、湊新田及び欠真間の各一部
の区域並びにその地先

同上

君津市大字草牛、六手、馬登、作木、大山
野、尾車の各一部の区域

野田市大字長谷、小山、船形、莚打、目吹、
木野崎、三ツ堀、瀬戸、関宿江戸、関宿町
関宿三軒家、関宿台町、新田戸、桐ヶ作、
古布内及び木間ヶ瀬の各一部の区域

市町村名 協定件数 協定面積

千 葉 市

市 川 市

佐 倉 市

柏 市

市 原 市

流 山 市

八 千 代 市

我 孫 子 市

栄 町

鎌 ヶ 谷 市

東 金 市

四 街 道 市

浦 安 市

計

172

9

29

2

1

13

79

7

8

1

4

5

1

331

612.46ha

4.90

155.11

34.27

1.85

9.24

71.56

28.19

61.00

0.56

33.31

19.38

3.81

1,035.64

表 2-4-7　緑地協定締結状況（17 年３月末現在）



の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合

以上の緑化を義務付ける制度です。市町村は都市

計画で地域地区として緑化地域を都市計画決定す

るとともに、緑化率の最低限度を定めます。これ

により効果的に緑を創出することができます。

エ　緑地協定

　土地所有者等の合意によって、既存の樹木等緑

地の保全や生垣の設置等緑化に関する協定を締結

し、住民の積極的な協力によって計画的な緑化の

推進を図る制度です。（表2-4-7）

オ　市民緑地制度

　土地所有者や人工地盤・建築物などの所有者と

地方公共団体などが契約を締結し、緑地や緑化施

設を公開する制度です。

　これにより地域の人々が利用できる公開された

緑地が提供されます。土地所有者には、相続税の

評価減等のメリットがあります。

カ　緑化施設整備計画認定制度

　緑の基本計画に定められた緑化重点地区・緑化

地域内において、民間の建築物の屋上、空地など

敷地内を緑化する計画を市町村長が認定すること

で、事業者が緑化に関して税制面で優遇措置を受

けることができます。

キ　緑地管理機構制度

　都道府県知事は、緑地の保全や緑化の推進を目

的として設立されたＮＰＯ法人や公益法人を緑地

管理機構に指定することができます。緑地管理機

構は地方公共団体に代わって管理協定に基づく緑

地の管理や土地の買取り等を行うことが出来ます。
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表 2-4-9　生産緑地地区指定状況（17 年３月末現在）

市町村名
市 街 化
区域面積

市街化区域内農地のうち生産緑地指定

地区数 面　　積

千 葉 市

市 川 市

船 橋 市

木 更 津 市

松 戸 市

野 田 市

成 田 市

佐 倉 市

習 志 野 市

柏 市

市 原 市

流 山 市

八 千 代 市

我 孫 子 市

鎌 ヶ 谷 市

君 津 市

富 津 市

浦 安 市

四 街 道 市

袖 ヶ 浦 市

印 西 市

白 井 市

富 里 市

計

12,868

3,976

5,509

3,555

4,444

2,111

2,054

2,409

1,818

5,410

6,371

2,151

2,239

1,600

1,073

2,195

1,237

1,697

1,245

2,063

1,500

848

469

68,842

529

384

585

85

630

210

88

15

103

473

154

323

215

137

169

26

69

0

86

67

18

42

43

4,451

125.08

110.32

227.99

11.04

169.23

37.54

29.76

3.89

18.04

151.01

24.15

92.51

60.90

29.15

83.94

3.83

15.29

0.00

25.75

9.03

2.64

22.86

12.60

1,266.55ha

市町村名
市 街 化
区域面積

市街化区域内農地のうち生産緑地指定

地区数 面　積
種　別

船橋市

白井町

計

5,509

848

6,357

1

7

8

16.39

23.17

39.56

旧第一種

旧第一種

合計23市 68,842ha 4,459 1,306.11ha

旧法地区

表 2-4-10　風致地区指定状況（17 年３月末現在）

風致地区 面積 指定年月日市

国 府 台 596.0ha
13.10.28
(48.12.28)

八 幡 596.0ha
法 華 経 寺 54.0
大 町 52.0
梨 風 苑 7.0

48.12.28

船 橋 市

市 川 市

 飾 95.0
13.10.22
(44. 2.27)

中山競馬場 89.1
13.10.22
(44. 4. 9)

法 典 107.2
13.10.22
(60.11. 8)

滝 不 動 217.0
13.10.22
(48. 2.27)

銚 子 市 御 前 鬼 山 10.8 11.12.28
(49. 1.29)13.2川 口

42.0海 鹿 島 11.12.28

204.3犬 吠 埼

154.1七 ツ 池
11.12.28
(49. 1.29)

佐 原 市 244.0佐 原

357.0香 取 神 宮
17. 4. 4

計 2,302.7ha16 地 区

（注）（　）は最終指定年月日



（２）首都圏近郊緑地保全区域及び同特別保全地区

　首都圏近郊整備地帯において、良好な自然環境

と相当規模の広さを有している緑地を保全するた

めに、「首都圏近郊緑地保全法」が制定されてい

ます。保全区域を指定したときには、国土交通大

臣により定められた近郊緑地保全計画に則って、

緑地保全に必要な施設の整備等を行うこととなっ

ています。

　また、指定された保全区域における一定の行為

については届出が必要となっています。特に自然

環境が重要なところについては、特別保全地区と

して都市計画に定め、この地区内での建築物の新

築、土地の形質変更等の行為については許可制が

とられています（表2－4－8）。

　なお、地方分権一括法の施行に伴い、12年度か

ら行為の許可事務等が当該市へ権限委譲されまし

た。

（３）生産緑地地区

　都市化の進展に伴い、市街化区域内において、

優れた農地が無秩序に市街化され生活環境の悪化

をもたらすことから、これらを計画的に保全し良

好な都市環境をつくるため、「生産緑地法」に基

づき生産緑地地区を市が都市計画決定しています

（表2－4－9）。

（４）風致地区

　都市における風致、景観の維持を目的として

「都市計画法」に基づく地域地区のひとつとして

指定されています（表2－4－10）。

　風致地区内では、「千葉県風致地区条例」に

よって建築物の新築、土地の形質変更等の行為に

ついて知事の許可が必要とされ、都市の風致の維

持がなされるよう規制が行われています。

　なお、市川市と船橋市に位置する風致地区内の

許可事務は13年度から当該市へ権限移譲を行いま

した。

（５）樹木・樹林の保存

　「都市の美観風致を維持するための樹木の保存

に関する法律」により、市町村長は都市計画区域

内の樹木又は樹木の集団を、保存樹又は保存樹林

として指定できます。

　現在千葉市で1箇所5,990㎡、市川市で保存樹10

本、保存樹林６箇所26,034㎡、佐倉市で保存樹41

本、保存樹林58箇所93,296㎡が指定されています。

　また、その他14市で各市の条例により、保存樹

2,240本、保存樹林1,269箇所3,973,026㎡が指定

され、良好な都市環境の維持向上を図っています。

（６）地区計画等の活用による緑地の保全

　身近にある比較的小規模な屋敷林、社寺林、草

地等の緑地について、地区計画制度等を活用して

緑地の保全のための規制を現状凍結的にかける制

度です。

第８節　文化財の保護

　
１．史跡名勝天然記念物の指定

　「文化財保護法」に規定する文化財のうち史跡、

名勝及び天然記念物を総称して記念物といい国、

県、市町村はそれぞれの段階に応じて指定を行い、

保護を図っています（表2-4-11）。

　①史跡：貝塚、古墳、集落跡、城跡、社寺跡等

　　で歴史の正しい理解に欠くことのできないも

　　の

　②名勝：庭園、島嶼等で風致景観にすぐれ、あ

　　るいは芸術的、学術的価値の高いもの

　③天然記念物：特有の動物及びその生息地、名

　　木、巨樹、自然林、海浜植物群落、湖沼等の

　　水草類、岩石・化石の産地、地層、洞穴等で

　　学術上貴重で自然を記念するもの

　記念物はその内容が自然環境と極めて密接な関

連を有しています。また、指定行為は原則として

指定時の現状を保存することを前提としており、

この点で環境行政の一環に文化財の保護が関わっ

てくるのです。

　指定された各記念物の指定価値を損なう現状変

更は基本的には認められておらず、厳格に保護が

図られます。
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２．保護対策

（１）史跡の公有化と整備

　史跡はいわば歴史的環境であり、直接自然環境

にかかわるものではないが、結果的には、その多

くが良好な自然環境を維持しています。

　本県では、史跡のより完全な保護のために可能

な限りの公有化を図るほか、歴史的環境を維持し、

広く活用を図る意味で史跡公園等の形での整備を

促進しています（表2-4-12）。

　なお、この事業は市町村等が実施する事業の経

費の一部を県として助成するものです。

（２）名勝指定地の公有化と整備

　名勝は文化史的な背景をもつ風景や庭園など

で、その存在は自然環境に支えられています。し

たがって、その保護はそのまま自然環境の保護に

つながるものです。保護対策としては、市町村等

が行う公有化や保存整備事業があります。

（３）天然記念物

　天然記念物は自然そのものであり、名勝と同じ

くその保護は自然の保護であります。動物の生息

条件は植物以上に周辺の環境に左右され、自然環

境の変化を如実に反映します。また、植物の指定

は植物生態学上の視点による自然林、社叢等の指

定が主流となっています（表2-4-13）。

　保護対策としては、保護増殖事業等があり、こ

の事業を市町村等が実施する場合には事業の経費

の一部を県として助成するものです（表2-4-14）。
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表 2-4-11　本県における記念物指定状況
　　　　　（17 年３月末現在）

　 国 県 市町村 合計

史　跡

名　勝

天然記念物

合　計

24 80 358 462

1 5 7 13

16 49 177 242

41 134 542 717

表 2-4-12　16 年度実施した事業
　　　　　－史跡の公有化－

市町村名 指定区分 遺　跡　名 事業内容

市川市

市川市

市川市

野田市

佐倉市

酒々井町

国 曽 谷 貝 塚
直 接 買 上 げ
先行取得償還

国 下総国分尼寺跡
直 接 買 上 げ
先行取得償還

国 下総国分寺跡
直 接 買 上 げ
先行取得償還

国 山 崎 貝 塚 先行取得償還

国 本 佐 倉 城 跡 先行取得償還

国 本 佐 倉 城 跡 先行取得償還

表 2-4-13　国・県天然記念物の指定状況
　　　　　　及び分類

区　分 分　　類 合計県国

動　物
種

生息地・発生地

3 0 3

3 2 5

単　　木 4 17 21

群落地・自生地 3 4 7

自然林・社叢等 1 18 19

植　物

化　　石 1 4 5地　質

洞　　穴 0 2 2
鉱　物

褶曲・侵蝕 1 2 3

合　　　　計 16 49 65

表 2-4-14　16 年度調査・保護・増殖の状況

事業者 指定区分 事業内容天然記念物

山田町 国 府馬の大クス 再　生
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